
報告第 6 号 

                                    

   専決処分(平成29年度桐生市一般会計補正予算(第4号))の承認を

求めるについて 

                                    

 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 179 条第 1 項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第 3 項の規定により報告し、承認を求める。 

                                    

平成 29 年 11 月 30 日提出 

                      

桐生市長 亀 山 豊 文   



 

 

専 決 処 分 書 

 

平成 29 年度桐生市一般会計補正予算(第 4 号) 

                                    

上記について、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 179 条第 1 項の規定に

より、別紙のとおり専決処分する。 

                                    

平成 29 年 11 月 7 日 

                                    

                     桐生市長 亀亀山山豊 文文 

豊 



  

報 告 説 明 

 

報告第 6 号 専決処分(平成 29 年度桐生市一般会計補正予算(第 4 号))の承認

を求めるについて 

                                    

 本補正予算は、歳入歳出予算に補正の措置が必要となりましたが、議会の議

決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がな

いことが明らかでしたので、平成 29 年 11 月 7 日に専決処分をもって措置した

ものです。 

 歳入歳出予算の内容につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ 3,357 万 8,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 444 億 7,291 万

9,000 円にしたものです。 

 歳出予算につきましては、東三丁目団地火災復旧事業を追加したものです。 

 歳入財源としましては、繰越金を増額したものです。 

 

















◇ 一般会計（補正予算第4号）◇ 一般会計（補正予算第4号）◇ 一般会計（補正予算第4号）◇ 一般会計（補正予算第4号）

【歳入】

前年度繰越金

【歳出】

火災復旧工事費

補正予算概要（平成29年11月7日専決)

（単位：千円）

補正前の額 補 正 額 補正後の額

款
名　　　　称

摘　　　　　要補 正 額

所　管　課

歳入歳出予算 44,439,341 33,578 44,472,919 

（単位：千円）

繰 越 金
繰越金

33,578 

財　政　課

歳入　計 33,578 

（単位：千円）

款
名　　　　称

摘　　　　　要補 正 額

所　管　課

歳出　計 33,578 

土木費
東三丁目団地火災復旧事業

33,578 

建築住宅課


